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安城市教育委員会     

安城市私立高等学校等授業料補助について（ご案内） 

 

安城市では、私立高等学校等に通う生徒の保護者の負担を少しでも軽くするため、授業料の補

助を行います。対象となる方については、下記のとおり申請の手続きをお願いします。 

 

１ 補助金を受けられる人 

この補助金を受けることができるのは、令和６年１０月１日現在において、次のいずれにも該

当する方です。 

（１）安城市に居住する方 

（２）私立高等学校等に在籍する生徒の保護者 

（３）国の高等学校等就学支援金の認定を受けた生徒の保護者（世帯年収約９１０万円未満の方） 

※ 安城市の奨学金を支給されている生徒の保護者も対象になります。 

２ 補助金を受けられない方 

上記の「１ 補助金を受けられる人」に該当していても、次のいずれかに該当する方は、補助

金を受けることができません。 

（１）高等学校等において授業料の納付を全額免除されている、又は国・県の補助により、納付

すべき授業料が生じない生徒の保護者 

（２）専攻科または別科に在籍する生徒の保護者 

（３）高等学校等に在籍した期間が通算して３６月（定時制又は通信制の課程に在籍する場合は

４８月）を超える生徒の保護者 

（４）通信制の課程において通算の履修が７４単位を超える生徒の保護者 

（５）市税を滞納している者 

（６）暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 

３ 補助金額 世帯の所得額により、年額３０，０００円又は年額１２，０００円 

ただし、実際に納付すべき授業料の額が補助金額に満たないなど一定の場合に該当するとき

は、補助金額が減額されます。 

４ 手続の方法 

以下の書類を安城市教育委員会総務課にご提出ください。 

（１）「安城市私立高等学校等授業料補助金交付申請書」 

…申請者は保護者となります（記入例を参照）。 

（２）「在籍等証明書」 

…学校長から証明をいただいてください。 

（３）保護者名義の口座番号の分かるもの（通帳の写し等） 

…申請書の裏面に貼付してください。 

５ 提出先 

〒４４６－００４５ 

安城市横山町下毛賀知１３番地１ 安城市教育センター３階 総務課事務室 

６ 申請期間 令和６年１０月１日（火）～１０月３１日（木） 

※ 受付時間は午前８時３０分から午後５時１５分まで（土、日、祝日を除く）。 

※ 郵送でも受け付けます（１０月３１日（木）必着）。 

７ 決定及び補助方法 

内容を審査し、交付、不交付を決定のうえ、交付の決定を受けた人には、２月中に指定の口

座へ振り込む予定です。 

（安城市教育委員会総務課電話 ７１－２２５３ ＦＡＸ ７７－０００１） 


